
議案第４４号

第１条　　令和５年度那智勝浦町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条　　令和５年度那智勝浦町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり

　補正する。

　　　支　　出

　　　　　 科　　　目 既決予定額 補正予定額 計
    第１款 水道事業費用

　第１項 　営　業　費　用

令和 ５ 年 ５ 月２６ 日提出

那智勝浦町長　堀　順 一 郎

３７１千円 ４６９,６３９千円

５１４,５３１千円 ３７１千円

令和５年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第１号）

－ 1 －

５１４,９０２千円

４６９,２６８千円



　－ 2 －

予算に関する説明書

令和５年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

計

469,639             

収益的的収入及び支出

70,912              

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

3 総 係 費

既決予定額

1

371                 

469,268               371                 

70,541                

514,531               

補正予定額

支出 （単位　千円）

款 項 目

1 371                 514,902             



（款）１水道事業費用 （項）１営業費用

　－ 3 －

水道料金審議会委員報酬

6

70,541       371          70,912

245         

水道料金審議会委員旅費費用弁償

総 係 費 70,541       70,912
23

計

（単位　千円）

令和５年度那智勝浦町水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書

目 既決予定額 補正予定額
金　　額

支出

収益的収入及び支出

区　　分

報 酬

説　　　　明計
節

旅 費 126         
371          3


